


る歯科医療機関の情報不足や、対応できる歯科医療職の技術の向上等が課題

となっています。

図３－２－１ 在宅療養支援施設数・病床数

（単位：か所、床）

区 分 施設数
人口 万人
あたり施設数

病床数
人口 万人
あたり病床数

在宅療養支援診療所
全 国

三重県

在宅療養支援病院
全 国

三重県

在宅療養支援歯科診療所
全 国

三重県
出典：厚生労働省「診療報酬施設基準」（平成 年１月現在）

 
図３－２－２ 訪問看護ステーション数 

（単位：か所）

区 分 事業所数
人口 万人あたり

施設数

訪問看護ステーション
全 国

三重県

出典：厚生労働省「平成 年度 介護給付費実態調査報告」

 
○ 訪問看護ステーションにおいて、医療的ケアが必要な重度の利用者を対象に

算定する次の加算を県に届け出ている事業所の割合は、いずれの加算も約６

割になります。

加算名 算定要件

緊急時訪問看護加算 利用者又はその家族から電話等により看護に関する意

見を求められた場合に常時（２４時間）対応できる体制

にあること。

特別管理加算 医科診療報酬点数表に掲げる在宅悪性腫瘍患者指導管

理等に該当し、特別な管理が必要な状態にある利用者に

対して訪問看護を行う場合。

ターミナル加算 末期の悪性腫瘍等によりターミナルケアを受ける利用

者について２４時間連絡できる体制を確保しており、か

つ、必要に応じて訪問看護ができる体制にあること。
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（県の取組）

○ 地域医療構想（ビジョン）の策定に際しては、在宅医療・地域包括ケアシス

テムの構築において中心的な役割を果たす市町と十分な協議を行うととも

に、郡市医師会等の医療関係者、地域包括支援センター等の介護関係者とも

必要な意見調整を実施し、それぞれの地域にふさわしい医療・介護提供体制

の構築をめざします。

○ 身近な地域で在宅医療を受けられるよう、訪問診療を実施する一般診療所や

在宅療養支援診療所・病院、訪問看護ステーション等の増加をめざします。

○ 在宅医療に対する医師の意識改革を進めるため、医師を対象とした在宅医療

参入の動機づけ研修や、多職種をリードしていくための研修会、在宅医療実

施に向けた研修会等を実施します。

○ 多様化する在宅医療ニーズをふまえ、質の高い在宅医療を提供するため、訪

問看護や訪問リハビリテーション、終末期緩和ケア等を担う人材の育成を図

ります。

○ 県民の在宅医療に対する理解を深めるため、地域の実情に応じた在宅医療・

在宅看取りの普及啓発を行います。

○ 高齢者・障がい者等の在宅医療の充実を図るため、医科、歯科、介護関係者

と連携し、在宅歯科医療、口腔ケアの充実に向けた体制整備を行います。

○ 訪問看護ステーションにおいて、医療的ケアが必要な重度の利用者に対する

サービスを充実させるため、各種加算制度の普及促進を図る必要があること

から、研修会等において制度の周知を図ってまいります。
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（２）医療連携

 
（現状と課題）

○ 疾病を抱えても自宅等の住み慣れた場所で療養し、自分らしい生活を続けて

いくためには、医療・介護関係者等の多職種が協働して、在宅医療・介護の

提供を行っていく必要があります。 
 

○ 国においては、医療と介護が連携した地域における包括的かつ継続的な在宅

医療の提供をめざし、平成 （ ）年度および平成 （ ）年度にモ

デル事業として在宅医療連携拠点事業を全国 か所で実施しました。また、

国では、平成 （ ）年度からの医療計画において、新たに「在宅医療

について達成すべき目標、医療連携体制」等が盛り込まれたことから、医療

計画に基づく体制の構築に必要となる事業費等に対応するため、平成

（ ）年度補正予算において、地域医療再生臨時特例交付金を積み増しし

ました。

○ 本県においては、平成 （ ）年度に名張市在宅医療支援センターが国

の在宅医療連携拠点事業に取り組み、在宅医療推進の拠点づくりや、地域の

医療・介護・福祉等の関係機関のネットワークづくり等を進めました。また、

県では、国の在宅医療連携拠点事業で得られた成果等を参考に、地域医療再

生臨時特例交付金を活用して、在宅医療・介護提供体制の確保のため、市町

が行う郡市医師会等の関係者と連携した在宅医療提供体制の基盤づくりを

支援する制度を創設しました。この制度には、平成 （ ）年度および

平成 （ ）年度に桑名市をはじめとする８市が取り組みました。

 
○ 平成 （ ）年の介護保険法の改正により、地域支援事業の包括的支援

事業の中に「在宅医療・介護連携の推進」が位置づけられました。市町にお

いては、平成 （ ）年度から順次実施し、平成 （ ）年度には全

ての市町で実施することとなります。
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○ 「在宅医療・介護連携の推進」の取組内容については、国の在宅医療連携拠

点事業をもとに、国において次のような事業項目案が示されています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
○ 在宅医療・介護の連携は、多職種が協働して進めていく必要があります。本

県では、平成 （ ）年度および平成 （ ）年度に、地域で核とな

って在宅医療を進める「地域リーダー」を養成しました。また、市町が行う、

地域の在宅医療・介護関係者の顔の見える関係の構築など、在宅医療提供体

制の基盤づくりを支援してきました。こうした取組により、地域において、

市町や、地域リーダー等が中心になり、医療・介護関係者等の連携のための

多職種研修会の開催が進んでいます。 
 
○ 各市町の取組は進んでいるものの、市町の在宅医療・介護連携の進捗状況に

は、ばらつきがあります。各市町では平成 （ ）年度における地域支

援事業の全面実施に向けて準備を進めていく必要があります。

 
 
 
 
 
 
 
 
  

１）地域の医療・介護サービス資源の把握 
２）在宅医療・介護連携の課題と抽出の対応の協議 
３）在宅医療・介護連携支援センター（仮称）の運営 
４）在宅医療・介護サービス等の情報の共有支援 
５）在宅医療・介護関係者の研修 
６） 時間 日の在宅医療・介護サービス提供体制の構築 
７）地域住民への普及啓発 
８）二次医療圏内・関係市区町村の連携  
 

－ 55 －

第
３
章

具
体
的
な
取
組





○ 三重医療安心ネットワークは、関係者の連携体制を構築するために、患者の

情報をその患者に関わる機関が同じフォーマットで情報を共有しています。

現在本県では、情報ネットワークシステムを使用し、患者の同意のもと、検

査データや、処方内容等について共有することができ、三重大学医学部附属

病院をはじめ、地域の中核的な医療機関 カ所（平成 （ ）年 月

４日現在）が参加しています。また、医療情報閲覧施設としてかかりつけ医

の医師等も参加しており、 施設が閲覧可能施設となっています。 
 

図３－２－５ 三重医療安心ネットワーク 開示病院一覧 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

病 院 名 所在地 
国立大学法人 三重大学医学部附属病院 津市 
学校法人藤田学園 藤田保健衛生大学七栗サナトリウム 津市 
国立病院機構 三重中央医療センター 津市 
地域医療推進機構 四日市羽津医療センター 四日市市 
地方独立行政法人 三重県立総合医療センター 四日市市 
市立四日市病院 四日市市 
社会福祉法人峰和会 鈴鹿回生病院 鈴鹿市 

三重厚生連 鈴鹿中央総合病院 鈴鹿市 
伊賀市立上野総合市民病院 伊賀市 
名張市立病院 名張市 
三重厚生連 松阪中央総合病院 松阪市 
社会福祉法人恩賜財団 済生会松阪総合病院 松阪市 
市立伊勢総合病院 伊勢市 
日本赤十字社 伊勢赤十字病院 伊勢市 

尾鷲総合病院 尾鷲市 
紀南病院組合立 紀南病院 御浜町 

 
（三重医療安心ネットワーク HP H26（2014）.12.4 現在情報） 
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